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令和３年１２月２１日 

余市町民自治推進委員会 
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まえがき 

余市町自治基本条例は、まちづくりの基本的な考え方や町政運営の基本的なルールを定めたもの

で、町民参加と協働による「町民自らの意思に基づいた自治の実現」を目的に、平成２９年１２月 

２１日に公布され、平成３０年４月１日施行されました。 

 この条例の第３６条では、施行後４年を超えない期間ごとに、この条例の各条項が余市町にふさ

わしく、社会情勢の変化に適合しているかどうかについて検討することとなっており、平成３１年

３月２６日、１０名の委員で構成される余市町民自治推進委員会が町長から諮問を受けました。 

これまで、１１回の会議において、条文の改正の必要性の有無や制度上の見直し、運用における

改善について検証を行いました。検証に当たっては、平成 29年 12月の町議会特別委員会での指摘

事項、令和２年１月に実施した「自治基本条例町民アンケート調査」に加えて、条例制定時の考え方

や現状の課題を踏まえ、自治基本条例の各規定についての検討を行うとともに、各条文と関連する

施策、制度が条例の趣旨に従って整備、運用されているかについても検証し、本答申書を作成しま

した。 

上記アンケート調査の「自由記入意見」の中に、「条例を知った時は新しいことが始まると思って

いたが、何かが変わったという実感がない。」、「『作っただけの条例』にならないように、町がリーダ

ーシップをとってください。」という意見がありました。残念ながら、全国的にそのような傾向があ

ることは私自身認識していましたので、「自戒」すべきことと改めて認識した次第です。町民の方か

らのそのような貴重な御指摘をも踏まえ、本答申書が、余市町の町民自治によるまちづくりの一層

の推進に活用されることを委員一同願っております。 

 

令和 3年 12月 21日 

余市町民自治推進委員会 

委員長 秦 博美 
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前文 

■検討結果 

  前文の改正は不要と考えます。 

  制度上の見直しや運用における改善についての提言はありません。 

 

前文 

私たちのまち余市町は、日本海に面し、突き出たシリパ岬はまちのシンボルとして愛されていま

す。古くは、にしん漁でにぎわい、多くの開拓者により余市りんごが実を結びました。とうとうと流

れる余市川、豊かな気候・風土が生んだ果物、ウイスキー、ワインは私たちの誇りであり宝です。 

 自然環境などの変化に対応し、多くの産業を創造し、まちを形成してきた先人たちの意志を受け

継ぎ、次代へと伝えていかなければなりません。 

 誰かがまちをつくるのではなく、私たち一人一人が自覚と責任を持ち、知恵を出し合い、お互い

支え合い、地域への関わりを持ち、より豊かな、より安全な、より過ごしやすいまちを目指し、行動

することが必要です。 

 町民、議会及び町のそれぞれの役割や関係が明らかになるように、私たち一人一人の行動を手助

けできるよう、まちづくりの基本となるこの条例を定めます。 

 

以下、平成 29年 12月 19日・20日の町議会特別委員会の指摘事項を「委員会指摘事項」とい

います。 

 

《委員会指摘事項》 

「一人一人」を「一人ひとり」としなかったのはどういう考え方なのか。 

 

【検討内容】 

「一人ひとり」とする表記が多く見られますが、広辞苑では「一人一人」と表記しており、修正

する必要はないと考えます。 

 

 

第１章 総則（第１条～第４条） 

■検討結果 

  条文の改正は不要と考えます。 

  第１章は、総則として条例の目的、定義を規定しており、制度上の見直しや運用における改善

についての提言はありません。しかし、アンケート調査では、自治基本条例を全く知らない人が

全体の 57.4％（343人）を占めていました。その原因と対策について真摯に御検討いただくとと

もに、様々な機会を通じて条例の趣旨を浸透させ、町民自治によるまちづくりを進めていく必要

があります。 
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第１章 総則   

（目的）  

第１条 この条例は、余市町の町政運営の基本理念を明らかにするとともに、町民、議会及び町の

それぞれの役割や責務を明確にし、協働で取り組むまちづくりのために必要な事項を定めること

により、町民自らの意思に基づいた自治の実現を図ることを目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。  

（１）町民 町内に住所を有する人、又は町内に通勤する人若しくは通学する人、若しくは事業者

をいいます。 

 （２）事業者 町内で事業活動その他の活動を行う団体又は個人をいいます。 

 （３）町 町長をはじめとする執行機関を含む地方公共団体としての余市町をいいます。 

 （４）まちづくり 町民が住みよく安心して暮らせるまちをつくるための活動をいいます。 

（５）協働 多様な主体が対等な立場で、共通の目的に向かって、ともに力をあわせて活動するこ 

とをいいます。 

（６）町民参加 まちづくりに関して町民が責任をもって自発的に関わることをいいます。 

  

 

《委員会指摘事項》 

ア 第１条本文中の用語「協働で取り組むまちづくり」が、第２条の定義規定では「まちづくり」と

「協働」で別々になっている。「まちづくり」と「協働」をまとめれば、本来の第１条の目的に合

致するのではないか。 

イ 「町民」の位置付けの中で外国人を除いているのはなぜか。外国人参政権について議論された

のか。 

ウ 「事業者」の位置づけの中で「その他の活動」はどのような活動を想定しているのか、分かりに

くい。事業所ということだけで担保されているのではないか。 

 

【検討内容】 

ア 第２条は定義規定なので、委員会指摘事項のように「まちづくり」と「協働」をまとめて定義す

るよりも分けて定義した方が良いと考えます。 

イ 地方自治法第１０条第１項の「住民」は「外国人」を含んでいますので、「町民」には町内に住

所を有する「外国人」が含まれます。委員会指摘事項との関連で、外国人に対する施策がはっきり

分からないので、他市町村の施策について調査する必要があると考えます。 

ウ 委員会指摘事項の「その他の活動」については、「余市町自治基本条例の解説」（平成 30 年 4

月）にあるとおり様々な活動が包含されているので、このままで良いと考えます。 
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（基本理念） 

第３条 余市町の自治の主体は、町民を基本とします。 

２ 町民は、町民憲章を心得として、まちづくりを進めるものとします。 

（基本原則） 

第４条 余市町の自治は、地方自治の本旨に基づき町民自らがまちづくりに主体的に取り組むこと

を基本とし、議会及び町長は、町民の信託に基づき政策を定め、町政を運営するものとします。 

２ まちづくりは、年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いに関わりなく、

個人の人権を尊重し、国際化が進む中、異なる文化や価値観を認め合う文化を育むことを基本と

します。 

３ 町民及び町は、まちづくり及び町政に関する情報を共有するものとします。 

４ 町民及び町は、広く自治を担う人材を育成するとともに、協働によるまちづくりを進めます。 

 

 

《委員会指摘事項》 

ア 町にも議会にも権限があるが、町民には権限がないので、「まちづくりを進める」という表現

に違和感がある。 

イ 「余市町」は「町」になるのではないか。 

 

【検討内容】 

ア 憲法第９２条の「住民自治」を具現化するものとして、第 3条の規定があると考えます。「町

民は……まちづくりを進める」という表現で問題ないと考えます。 

イ 第２条第２号の「町」の定義は、「町長をはじめとする執行機関を含む地方公共団体としての 

余市町」です。しかし、第 3条第 1項及び第 4条第 1項で「余市町」を用いることによって、 

地方公共団体（全体）を指し、他方、同条第 3項及び第 4項の「町」は、町民と行動すべき行 

政（町長をはじめとする執行機関）を指し、使い分けをしていると解されるので、問題はないと 

考えます。 

 

 

第２章 町民（第５条～第１０条） 

■検討結果 

  条文の改正は不要と考えます。 

  第２章については、町民の権利、責務を明らかにしている規定であり、町民は自治体を構成す

る権利の主体であるという条例の趣旨を引き続き町民へお知らせしていくことが必要です。また、

運用における改善について、次のとおり提言します。 

 

■提言 

  町民の意見を聴くなど、町民参加に体系的に取り組んでいくためには、町民参加条例を制定す

るなどの統一的なルール作りが必要と考えます。 
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第２章 町民 

 第１節 町民の在り方 

（町民の基本姿勢と役割） 

第５条 町民は、住民自治の基本を理解し、自ら考え、行動し、まちづくりの主体としての役割を果

たすよう努めます。 

２ 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、連携協力してまちづくりに努めます。 

３ 町民は、町民の信託に基づいて定められた条例などを遵守するものとします。 

４ 町民は、ひとしく行政サービスを受けるために必要な負担を分任するものとします。 

５ 町民は、まちづくりの主体として自ら考え、行動し、自らの発言及び行動に責任を持つよう努

めます。 

（町民の権利） 

第６条 町民は、議会及び町の保有する情報について、知る権利を有するとともに、まちづくりに

参加する権利を有します。 

２ 町民は、ひとしく行政サービスを受ける権利を有します。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、地域社会の一員として、その活動を通じ、又は持てる資源を活かして、産業、教

育、文化、環境等の分野で地域に貢献するよう努めます。 

２ 事業者は、社会的な役割を認識し、従業員等の行う地域活動にも配慮して、住みよい地域社会

の実現に寄与するよう努めます。 

 

《委員会指摘事項》 

ア 「まちづくり」という言葉が重複していて、これでは完全な「まちづくり条例」になってし

まっている。第５章のまちづくりに全てもっていくべきだ。【第３条～第５条、第８条、第２

６条】 

イ 「努めます」という表現は、条例が事業者に対し押し付けているような捉え方をされる可能

性はないか。上から目線のような、条例で縛るような捉え方をされない考え方を盛り込む必要

があるのではないか。 

 

【検討内容】 

ア 「まちづくり」を用いているのは、基本理念、基本原則、町民の権利、責務を明らかにして 

いる規定であり、改正する必要はないと考えます。 

イ 受け止め方は様々だと思いますが、一般に「努めます」というのは「努力義務」を課すもの

であり、「押しつけ」や「上から目線」という評価は当たらないと考えます。  

 

   第２節 町民参加 

（町民参加） 

第８条 町民は、まちづくりの主体であるという原則に基づき、町政に参加することを基本としま

す。 
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２ 町は、町政に広く町民が参加する機会を保障し、積極的に町民参加を推進するものとします。 

３ 町民参加に当たっては、その自主性が尊重されるとともに、参加すること又は参加しないこと

によって不利益な扱いを受けるものではありません。 

 

【検討内容】 

他の自治体では、住民参加条例で審議会委員の公募などを規定していますが、町民参加を体系

づけて取り組んでいくための仕組みを作った方がよいのではないかと考えます。 

 

（町民意見の公募） 

第９条 町は、重要な政策、計画等の策定に当たり、事前に案を公表し、町民の意見を聴き、その政

策、計画等に反映させるとともに、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表するものと

します。ただし、緊急性を要するものについては、この限りではありません。 

 

【検討内容】 

現在、「余市町パブリックコメント手続に関する要綱」（告示され、平成２４年８月１日施 

行）により、町の施策に関する基本的な計画、指針、条例等の策定又は制定過程において、案の 

段階でその趣旨、内容を公表し、町民から意見等を公募し、案に反映できるかどうかを検討し、 

計画等を策定することとしています。 

論点として、条例で定めるのか、要綱でいいのかが問題となりますが、要綱はあくまで役所内

の自主ルールなので、町民との約束である条例で定めるところにより実施することが必要では

ないかと考えます。石狩市では、市民参加推進条例の中で、「パブリックコメント手続等」につ

いて規定しています。 

   また、町民の意見を聴く際は、子どもの意見を聴き、反映させることができる仕組みを構築することに

努めてください。 

 

《委員会指摘事項》 

「重要な政策、計画等」となっているが、「等」を付けることによって際限なく広がるおそれ 

があるので、条例では「等」を付けるべきではない。 

 

【検討内容】 

条例で「等」を付けるのは、一般的であると考えます。「政策、計画等」とすることにより、

「等」の範囲は「政策、計画」と類似のものとなりますので、一定の限定が働きます。 

指摘のあった事項については、検討した結果、条例の改正を要する事項ではないと考えます。 

 

（町民活動） 

第１０条 町民は、自ら行う活動が安定的かつ活発に行うことができるよう町民活動団体を組織す

ることができます。 

２ 町は、前項の町民活動団体の役割と活動を尊重します。 
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第３章 議会（第１１条～第１２条） 

■検討結果 

  条例の改正が必要と考えます。 

  二元代表制における「議会」の役割の重要性に鑑み、次の文言の追加を提案します。 

 

■提言 

ア 第１１条に次の４項を追加する。 

２ 議会は、町民自治によるまちづくりを推進するため、町民の意思を把握し、政策の形成に

反映させる責務を有します。 

３ 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、広く専門家

等の知見を生かすよう努めます。 

４ 議会は、十分な討論により町政における争点を明らかにするとともに、審議に関する情報

を積極的に公開することなどにより、開かれた議会運営に努めます。 

５ 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に町民に提供するとともに、広く町民の声

を聴く機会を設ける責務を有します。 

イ 第１２条に次の２項を追加する。 

２ 議員は、まちづくりについての自らの考えを町民に明らかにするとともに、広く町民の 

声を聴き、これを政策形成及び議会の運営に反映させるように努めます。 

３ 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動を充実させるよう 

努めます。 

 

 

第３章 議会 

（議会の責務） 

第１１条 議会は、町政における二元代表制の一翼を担い、町民による直接選挙で選ばれた議員に 

よって構成される意思決定機関として、その機能を果たす責務を有します 

（議員の責務） 

第１２条 議員は、町民の信託に応え、公平、公正かつ誠実に職務を遂行する責務を有します。 

 

 

【検討内容】 

札幌市の自治基本条例も、「議会」の章は３条（第 10 条～第 12 条）しかありませんが、①

執行機関の監視、②市民の意思を把握し政策の形成に反映させる、③政策形成機能の充実を図る

ために積極的に調査研究を行う、④議会の活動内容を積極的に市民に情報提供する、⑤広く市民

の声を聴く機会を設けるという文言が入っています。これと比較しても、余市町の条例は手薄で

あると考えます。 
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第４章 町（第１３条～第１８条） 

■検討結果 

第１６条の改正が必要と考えます。 

町の基本構想及び基本計画を策定するに当たり、計画の中で根拠の数字を示すことが必要であ

るため、条文の中で明文化する必要があります。 

 

■提言 

第１６条第２項を第 3項とし、第 2項として次のように追加することを提言します。 

２ 総合計画には、余市町の人口、税収等（以下「指標等」といいます。）の予測値を記載する

ものとします。また、総合計画見直し時ごとに、前回の指標等と見直し時の指標等との比較を

行い、次の計画及び指標等の予測値を作成するものとします。 

 

  第４章 町 

   第１節 町の基本事項 

（町の役割と責務） 

第１３条 町は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を執行する

役割を有します。 

２ 町は、前項の役割を達成するため、自らの判断と責任において、公正で誠実に事務を管理し、執

行する責務を有します。 

３ 町は、町民の信託に基づく町政を効果的で効率的に執行する責務を有します。 

４ 町は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加により、連携協

力して透明性の高い町政を執行する責務を有します。 

（町長の責務） 

第１４条 町長は、この条例の目的達成のため、全力を挙げてまちづくりを推進する責務を有しま

す。 

２ 町長は、町民の信託に応え、公正かつ誠実に町政を執行し、町民に対し、説明を果たす責務を有

します。 

（職員の責務） 

第１５条 町の職員は、町民が自治の主体であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行する責

務を有します。 

２ 町の職員は、町民との信頼関係を深めるため、町民の視点に立ち、自らも地域の一員として自

覚し、まちづくりに積極的に参加するとともに、全力を挙げて職務を遂行する責務を有します。 

３ 町の職員は、まちづくりの課題に対応するため、互いに連携を密にするとともに、政策の企画

及び立案並びに町民の求めることに的確に対応できるよう創意工夫し、自己研さんする責務を有

します。 

   第２節 行政運営 

（総合計画） 

第１６条 町長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための長期的な方針を定めた基本構想及び
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基本計画（以下「総合計画」といいます。）を策定します。 

２ 各分野の政策を実現するために策定する計画は、総合計画との整合を図るものとします。 

（財政運営） 

第１７条 町長は、総合計画を踏まえ、中長期的な財政見通しに留意しながら予算を編成し、計画

的かつ健全な財政運営に努めます。 

２ 町長は、財政の状況について、町民にわかりやすく公表するものとします。 

（危機管理） 

第１８条 町は、災害、不測の事態等の緊急時に対処するため、機動的な危機管理体制を確立し、町

民の生命及び財産を守るために必要な措置を講じます。 

２ 町民は、緊急時において自ら身を守り、また、相互に助け合い、行動できるよう日頃から防災等

に対する意識の高揚を図り、地域が一丸となった協力体制の整備に努めます。 

３ 町民及び町は、あらゆる危機に対応するため、常に連携します。 

 

 

【第１６条第２項の追加理由】 

委員から、定量で書かれていないものは計画とは言えないと考えている。人口の推計等の指標

を示した方がよいのではないか。これからは人口減少し、高い経済成長も見込めない状況下で、今

までの右肩上がりの時のような計画作成の方法で作成してはいけない、細かく管理していく必要

があると考えていますが、条文でうたわないと計画に盛り込まれないとの思いから提案がありま

した。 

他委員から、数字を見せてくれないと実感がわかない、文言だけで書かれていても分かりづら

い、と賛意が示されました。 

 

《委員会指摘事項》 

「行政運営」となっているが、「町政運営」にすべきではないか。「財政運営」という表現もあ

るが、どう考えて使い分けしているのか。 

 

【検討内容】 

委員会の指摘は、行政運営の行政という言葉を狭く捉えられていて、行政運営と財政運営をプ

ラスして町政運営と捉えているのではないかと考えます。もちろんそのように考えることもでき

ますが、地方自治法第１条の２第１項に規定されている「行政」とは広義の意味で、財政を含めた

町政運営という意味になります。 

財政運営とは、地方自治法第２４３条の３第１項の見出し（財政状況の公表等）に文言がありま

す。また、新聞等で行財政改革という表現がありますが、これは行政改革＋財政改革のことです

が、ここでの「行政」とは狭い捉え方ということになります。 

 

第５章 まちづくり（第１９条～第２９条） 

第１節 ひと（第１９条） 

■検討結果 

条文の改正が必要と考える項目があります。 
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■提言 

１８歳未満の青少年や子どもの権利が大きな社会問題になっています。条例では子どもの権利

について具体的に書かれておらず、その取扱いが弱いので、他の自治体の条例を参考にして検討

していただきたい。 

 

 

第５章 まちづくり 

第１節 ひと   

（子育て及び教育の推進）  

第１９条 家庭、町民、学校等及び町は、深い連携によって、次代を担う子どもたちの健やかな成長

及び郷土愛を育むための特色ある教育に取り組み、あわせて、まちづくりの担い手となる人材を

育成するよう努めます。 

２ 家庭は、子育ての主体となり、子どもを守り、しつけ、心身の健康を維持するよう努めます。 

３ 町民は、関係する機関、団体等と連携して、子どもの安全の確保と子育ての推進に努めます。 

４ 学校等は、保護者、地域とともに子どもに対する知育、徳育、体育、食育等の充実に努めます。 

５ 町は、子育て及び教育に関し必要な政策を実施するものとします。 

 

 

《委員会指摘事項》 

ア 子どもたちが受け身に置かれている。他町村では、子供の権利を明確に書いているところも

あるのに不十分ではないか。 

イ 子供の権利条約、生きる権利、育つ権利、教育を受ける権利、参加する権利を担保すべきだ

ったのではないか。 

 

【検討内容】 

ア・イ 近年の自治基本条例をみると、子どもの権利について規定していますので、余市町の条例

についても入れることを検討すべきと考えます。「自治基本条例町民アンケート」の「自由記入

意見」の中にも「子どもも大人と同じ権利を有することを明記して欲しい。」という意見があり

ました。 

また、本委員会も、いまの条例は受け身で書かれているので、踏み込んで検討すべきとの意見

もありました。具体的には、子どもたちが「不思議、変だな、イヤだな」と思うことに対し、正

直な言葉を自由に発言できる環境を整えること、子どもたちの発言内容とそれへの対応は、でき

る限り「広報」や「学校だより」等で公開することに留意していただきたい。 

参考 

児童の権利に関する条約第１２条第１項 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童 

がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。 

この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるもの 

とする。 
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第２節 くらし（第２０条～第２３条） 

■検討結果 

以下の条文の改正が必要と考えます。 

  第２１条の「コミュニティ」について、法律や条例中の用語としての成熟度が低いため、条文の

中で定義することが必要です。 

■提言 

  第２３条については、様々な機会を活用し条文の理解を進めることが必要です。 

 

   第２節 くらし 

（町民の活動との連携） 

第２０条 町は、町民のさまざまな活動に対等な立場で連携協力して、地域の課題に取り組み、協

働のまちづくりを推進します。 

 

《委員会指摘事項》 

ア 「（町民の活動との連携）」となっているが、町民に対して上から目線ではないか。「（町民の活

動と町との連携）」とすべきではないか。 

イ 「協働のまちづくり」という記載が第１条と重複しているが、なぜここにまた入るのか。 

 

【検討内容】 

ア 条例第３１条（国及び北海道との連携協力）及び条例第３２条（他の地方公共団体等との連携

協力）も条文の名宛人は町であり、あえて改正する必要はないと考えます。 

イ 第１条は条例全体の目的規定であり、個別の条項と表現が重複することはあり得ます。 

 

（コミュニティの推進） 

第２１条 町は、豊かな地域社会づくりとその継承に自主的、自立的に取り組んでいるコミュニテ

ィが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を最大限に尊重します。 

２ 町は、コミュニティの自主性、自立性に配慮しながら、その活動の推進に役立つ地域情報の提

供その他支援に努めます。 

３ 町民は、コミュニティの活動を推進していくため、互いに権利を認め、協力し、情報提供を行

い、その活動に積極的に参加するよう努めます。 

 

【検討内容】 

ここで使われている「コミュニティ」の定義を行政の解釈で、区会、まちづくり団体及びボラン

ティア団体としていますが、条文の中で定義すべきではないか、と考えます。 

他の自治体でも条文の中で定義されています。法令の用語として認知されているのであれば条

文の中での定義は必要ないと考えますが、他の自治体は「コミュニティ」について法令の用語とし

ての認知度が低いと認識していると考えます。 
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（健康の増進及び福祉の向上） 

第２２条 町民及び町は、健康増進及び福祉の向上を相互理解と協力の中で推進するため、地域社

会における連帯意識を深めるよう努めます。 

（保健、医療及び福祉の連携） 

第２３条 町は、保健、医療及び福祉に関する機関、団体等との連携を図り、町民が必要なときに適

切なサービスを受けることができるよう努めるとともに、町民に心理的及び物理的障壁を感じさ

せないまちづくりを進めます。 

 

《委員会指摘事項》 

「心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくり」とは、何を意味しているのか。誰が見ても

分かるようにすべきである。 

 

【検討内容】 

  事務局から、心理的障壁とは、心ない言葉や視線など意識上（心）の障壁、物理的障壁とは、歩

道の段差、乗降口や出入口の段差等交通機関や建物等における障壁を言うとの説明がありました。   

委員からは、次のような意見がありました。 

・ 解釈にかなり幅がある。また、心理的及び物理的障壁について、理解されてない方が多くい

らっしゃる可能性がある。 

・ 条文を補填する必要があると思う。一般的な民間企業でやられているレベルまで理解が進

めばよいと思う。 

・ この条文は、町としての姿勢を示している心理的障壁の受け止め方は人それぞれだからこ

ういった表現の方が、町が様々なことを行っていく上で、常にこういったことを意識してやっ

ていくということでよいと思う。 

本委員会として、第 23条について改正すべしとの意見を集約することはできませんでした。内 

容について、引き続き町民の理解促進に努めるとともに、改正の必要性についても御検討いただ

きたい。 

 

 

第３節 しごと（第 2４条） 

■検討結果 

  条文の改正は不要と考えます。 

  制度上の見直しや運用における改善についての提言はありません。 

     
         
                                   

第３節 しごと  

（産業の振興と職場づくり） 

第２４条 町民及び町は、豊かな自然や温暖な気候による特色ある風土を活かした産業の振興を図

るとともに、働く場の確保及び移住の受入れ促進に努めます。 

２ 町民及び町は、次代の人たちが魅力を感じ、誇りを持てる職場づくりに努めます。 
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《委員会指摘事項》 

ア 「産業の振興」「働く場の確保」「移住の受入れ」、これを一つの項にまとめてしまっていいの

か。 

イ 「誇りを持てる職場づくり」は誰がやるのか。職場は企業、働いている従業員がつくってい

くと思うが、町民と町がつくるとはどんなイメージであるのか。 

ウ 第７条第２項との整合性はどのように考えるのか。 

 

【検討内容】 

ア 委員からは、「移住の受入れ」については、分けて記載して強調したほうが良い、との意見が

ありました。他方、「産業の振興」「働く場の確保」「移住の受入れ」は地方創生の重要なテーマ

であり、個々に分けてしまうと壮大な条項になると思います。町民が条文を読んで目的意識を

持たせるという意味ではこのままで良いと思います、との意見もありました。 

本委員会としては、議会の委員会の指摘については理解できるものの、自治基本条例の性格か

ら、「第 3節 しごと」の比重はそれほど高くはないので、当面、現行のままでも良いと考えま

す。 

 

イ 事務局から、「町民」とは、企業の従業員の方でもありますので、相互に協力してもらうとと

もに、町は側面からの支援として補助金や産業連携の支援などを行うことでより一層地域産業

の魅力を高め、誇りを持てる地域産業となっていくよう支援していくということであるとの説

明がありました。 

   委員からは、職場は企業と従業員が作って行くものだと思いますが、行政にはそれをサポー

トする役割もあると思います。「職場が余市町にある企業従事者も「町民」として捉えています

ので、「誰がやるのか」と問われるのなら「町民」全員です、との意見がありました。 

本委員会としては、議会の委員会の指摘のとおり、「職場は企業、働いている従業員がつくっ

ていく」ものであろうが、企業と従業員はいずれも「町民」であり（条例第 2条第 1号）、また、

「町」は、企業の厚生事業等に対する補助金や従業員が働きやすい保育政策の実施等で、「誇り

を持てる職場づくり」のために企業や従業員を側面から支援することができると考えます。 

 

ウ 事務局から、第７条第 2 項は、総論的箇所において、一般的、総体的な「事業者の役割」に

ついて規定しているに対し、第 24条は、「第 5章 まちづくり」「第 3節 しごと」という各

論について規定したものであり、整合性は図られている（矛盾していない。）との説明があり、

本委員会もその説明を是認できると考えます。 

 

 

第４節 情報共有（第２５条～第２８条） 

■検討結果 

  条文の改正は不要と考えます。 

  制度上の見直しや運用における改善についての提言はありません。 
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第４節 情報共有 

（情報の公開） 

第２５条 町は、町民に開かれた町政運営を推進するため、町が保有する情報をわかりやすく提供

し、公開するよう努めます。 

２ 町が保有する情報については、別に条例で定めるところにより、情報を公開します。 

（情報の共有） 

第２６条 町民及び町は、まちづくりに関する情報を積極的に収集し、提供し合うことにより、情

報を共有してまちづくりの推進に努めます。 

２ 町は、町政に関する情報をさまざまな手段を用いて、わかりやすくかつ速やかに提供するもの

とします。 

（説明責任） 

第２７条 町は、公正で開かれた町政を進めるために、町政に関して町民にわかりやすく説明しま

す。 

（個人情報の保護） 

第２８条 町は、個人の権利及び利益が侵害されないように、その保有する個人情報について、別

に条例で定めるところにより、適正な保護を図ります。 

 

 

《委員会指摘事項》（第２５条・第２６条共通の指摘事項） 

  情報公開、情報共有の部分で、原則公開を明記すべきだったのではないか。 

 

【検討内容】 

「原則公開」との委員会の指摘は重要と考えますが、第２７条で「説明責任」が明記されており、 

そこで「原則公開」の趣旨を読み取ることは可能であると考えます。 

 

 

第５節 意見交流（第２９条） 

■検討結果 

条文の改正が必要と考えます。 

第２９条の見出しに「町民との意見交流」とあるが、議会の委員会からの指摘にあるとおり、

「意見交流」を「意見交換」とした方が分かりやすいと考えました。また、制度上の運用について

次のことについて提言します。 

■提言 

意見交換の内容の公開や幅広く参加できる仕組みを検討する必要があると考えます。 

 

第５節 意見交流 

 （町民との意見交流） 

第２９条 町は、町政の状況把握及び改善の検討、実施事業の更なる活性化に向けての取り組み、

地域の特色を活かす工夫等について、意見交流する場を設け、町民が参加するまちづくりを推進

します。 
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《委員会指摘事項》 

第３３条でも「交流」になっているが、町民は他の町民とは違うのだから、「意見交流」は、「意

見交換」の方が分かりやすいのではないか。 

 

【検討内容】 

  指摘どおり「意見交流」を「意見交換」とした方が分かりやすいと考えます。 

また、名詞の「とりくみ」は、「取組」が正しいので、実質改正の際に「訂正」すべきと考えま

す。 

 

 

第６章 住民投票（第３０条） 

■検討結果 

  条文の改正は不要と考えます。 

  制度上の見直しや運用における改善についての提言はありません。 

 

   第６章 住民投票 

（住民投票の実施と取扱い） 

第３０条 町長は、町政に関する重要な事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票

を実施することができます。 

２ 住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。 

３ 町長は、住民投票を実施するときは、その結果の取扱いを事前に明らかにします。 

 

《委員会指摘事項》 

 ア 第１項で住民投票を実施できるとして、それは個別条例によることになっているので、第２

項、第３項は不要と考えます。手法を載せる必要はなく、既に投票条例があると誤解を受けかね

ないと考えます。 

 イ 住民も議会の議決を経て請求できる権利を明確にうたうべきだと考えます。 

 

【検討内容】 

ア 第３０条第１項では、個別条例で住民投票を実施できるとは「規定」しておらず、実施する場

合は、第 2項で「別に条例で定めます」と規定しています。 

  イ  住民には、地方自治法上、条例の制定・改廃の直接請求権（有権者の５０分の１以上の連署）が認め 

られています（第７４条）。町長は、請求を受理したときは、議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付 

議しなければならないので（同条第３項）、結果的に「議会の議決」が生きることになります。委員会指 

摘事項もこの趣旨ではないかと考えます。 

   仮に、住民の「議会の議決を経て請求できる権利」を形式的（文字どおり）に解しますと、「請求」段 

階で、出席議員の過半数の賛成が必要なことになり（第１１６条）、直接請求権を定めた同法との調整 

が必要になります。 
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第７章 交流・連携（第３１条～第３４条） 

■検討結果 

  条文の改正は不要と考えます。 

  制度上の見直しや運用における改善についての提言はありません。 

 

   第７章 交流・連携 

 （国及び北海道との連携協力） 

第３１条 町は、地方自治の本旨を踏まえ、それぞれの適切な役割分担のもと、国及び北海道と連

携協力します。 

（他の地方公共団体等との連携協力） 

第３２条 町は、近隣市町村その他の地方公共団体及び関係機関と積極的な情報交換及び相互理解

を図り、連携協力して広域的な共通課題の解決及びまちづくりに取り組みます。 

  

（町外の人々との交流及び連携） 

第３３条 町民及び町は、近隣市町村の人々と環境、福祉、観光等共通する課題について積極的に

情報交換を行い、交流を深め、公共的な社会基盤等が広域的に活用されるまちづくりに取り組み

ます。 

（国際交流及び地域間連携） 

第３４条 町民及び町は、国際化社会において、多様な文化の共生を目指すまちづくりを進めるた

め、姉妹都市等との交流を図り、互いの文化や価値観の理解、尊重に努め、国際感覚豊かな人材を

育成します。 

２ 町民及び町は、交流都市等と教育、文化、産業、観光などの交流及び連携を図り、地域社会の発

展を進めます。 

 

《委員会指摘事項》 

ア 第３１条から第３４条までの条文は、非常に分かりづらい文章になっています。 

イ 「環境、福祉、観光等」、「教育、文化、産業、観光など」と、条項ごとに並びが一定してい 

ない。 

ウ 第３３条では「等」を用い、第３４条では「等」と「など」が混在するなど、統一されていな

い。 

 

【検討内容】 

ア 本委員会のメンバー間では、特段分かりづらい文章であるとの指摘はありませんでした。 

イ 第３３条で「三つ」、第３４条で「四つ」項目があるが、重複しているのは「観光」だけであ

り、また、第３３条は、「近隣市町村の人々」との「交流及び連携」の規定、第３４条は、「姉妹

都市等」との「交流及び連携」の規定であり、そもそも内容が違うので当然出てくる項目も異な

ると考えます。 

ウ 指摘には一理ありますが、住民の権利を制限し、住民に義務を課すような、法規の性質を持っ
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た条例であれば、「正確性」の観点から表現の「統一性」を志向することは重要ですが、「理念」

的な条例の場合は、むしろ表現の「多様性」を志向することも認められて良いのではないかと考

えます。 

「等」は、同類の他のものが想定されるが書き切れないので使用し、「など」は、それだけに

限定せずにやわらげるために使用したと考えられます。そして、そのことには合理性が認められ

ます。 

 

 

第８章 条例の位置付けと見直し（第３５条～第３７条） 

■検討結果 

  条文の改正は不要と考えます。 

  制度上の見直しや運用における改善についての提言はありませんが、今後とも引き続き、本条

例の位置付けを踏まえ、他の条例等との体系的な整備に努めることや社会情勢の変化に対応する

ため今後とも定期的な見直しが必要です。 

    

第８章 条例の位置付けと見直し 

 （条例の位置付け） 

第３５条 この条例は、本町の自治の基本を定めるものであり、町民、議会及び町は、これを最大限

に尊重するものとします。 

 （条例の見直し） 

第３６条 町長は、この条例の施行後４年を超えない期間ごとに、この条例が余市町にふさわしく、

社会情勢に適合しているかを検討します。 

２ 町長は、前項の規定による検討に当たっては、次条に定める委員会に必要な意見を求めるもの

とします。 

３ 町長は、第１項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度を見直す

ことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。 

 

《委員会指摘事項》 

４年以内で見直しすることになっているが、見直しをするということは、逆に言うと不備な条

例を作っていることになるのではないか。最高規範なのだから、見直しなどあり得ない。 

 

【検討内容】 

「条例制定」は所詮神ならぬ人間が行うことであり、制定当時は（仮に）「完璧」であったとし

ても経年で社会経済状況の方が変化することもあります。条例に限らず、人間が作った制度は不

断に「検証」する必要があります。同じく「４年を超えない期間ごと」の見直し規定を持つ「ニセ

コ町まちづくり基本条例」は、「育てる条例」と位置付けていますが、「成長する条例」と位置付け

ることも可能です。本条例第３７条は、「この条例を守り育て、実行性を高める」と表現していま

す。 
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「４年」については、町長の任期が４年であることを考えると、合理性が認められます。 

最高法規（憲法第９８条第１項）である日本国憲法は「第九章 改正」で、第９６条の改正規定

を置いています。 

よって、自治体の「最高」規範であっても「再考」の余地、必要はあることになります。 

 

（町民自治推進委員会） 

第３７条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、余市町民自治推進委員会（以下「町民委員

会」といいます。）を設置します。 

２ 町民委員会は、町長の諮問に応じるほか、この条例の基本的事項について意見を述べることが

できます。 

３ 町民委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に規則で定めます。 

 

《委員会指摘事項》 

「町民自治推進委員会」は、条例の重みからすれば、「町民自治推進会議」の方がよい。 

 

【検討内容】 

  広辞苑を調べてみても、「委員会」と「会議」とで明らかな優劣があるようには読めませんでし

たので、特段改正の必要性はないと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

≪住民基本台帳から無作為に 2,000名を抽出し、令和２年１月６日付けで住民基本条例の解説とと

もに郵送し、実施した。≫ 

 



20 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 



22 

 

余市町民自治推進委員会開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 開催日程 協議内容 

第１回 平成３１年３月２６日 自治基本条例の町の取組状況 

第２回 令和元年６月２５日 自治基本条例の町の取組状況 

第３回 令和元年９月２５日 前文、第１章総則（第１条-第５条） 

第４回 令和元年１２月２５日 
第２章町民、第３章議会（第５条-第１

２条） 

第５回 令和２年９月２８日 第４章町（第１３条-第１８条） 

第６回 令和３年３月３０日 第５章まちづくり（第１９条-第２３条） 

第７回 書面開催 第５章まちづくり（第２４条-第２９条） 

第８回 令和３年７月２７日 

第６章住民投票、第７章交流・連携、第

８章条例の位置付けと見直し（第３０条

-第３７条） 

第９回 令和３年１０月１日 答申書作成に係る意見交換 

第１０回 令和３年１２月３日 答申書作成に係る意見交換 

第１１回 令和３年１２月２１日 答申書確定、答申書提出 
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余市町民自治推進委員会名簿 

※敬称略 

余市町民自治推進委員会

規則第３条の区分 

推薦団体等 役職等 氏  名 

学識経験を有する者 北海学園大学 法学部教授 秦 博美 

公募による者 
  

伊藤 規久子 

公募による者 
  

伊藤 正明 

公募による者 
  

齊藤 秀敏 

公募による者 
  

杉山 哲哉 

公募による者 
  

竹谷 加奈恵 

公募による者 
  

西川 美香子 

公募による者 
  

比嘉 初枝 

町内の各種団体の推薦を
受けた者 

余市建設業協会 会長 中村 公彦 

町内の各種団体の推薦を
受けた者 

余市町ボランティア
団体連絡会 

会長 星野 まどか 

委嘱期間 平成３１年３月２６日 ～ 令和４年３月３１日 

 


